
様式第 3(要綱第 12 条第 2 項関係)  

 

大規模小売店舗立地法施行規則第 11条第 2項の規定による掲示 
 

項         目 内            容 

大規模小売店舗立地法 

第 6条第 2項の規定による届出年月日 
令和 8年 2月 6日 

大規模小売店舗の建物設置者 

氏名または名称 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 

代 表 者 名 代表取締役 濱野 敬一 

住 所 東京都港区芝浦一丁目 2番 3号 

大規模小売店舗の名称 越谷花田複合店舗 

大規模小売店舗の所在地 埼玉県越谷市花田二丁目 2番地 3、2番地 4、2番地 5 

変
更
す
る
事
項 

 

（１）大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

・廃棄物等の保管施設の位置及び容量 

【変更前】 

名称 容量 

廃棄物保管施設 24㎥ 

合計 24㎥ 

【変更後】 

名称 容量 

廃棄物保管施設① 24㎥ 

廃棄物保管施設② 1.5㎥ 

廃棄物保管施設③ 9㎥ 

合計 34.5㎥ 

 

 

変更の年月日 令和 8年 10月 7日（予定） 

変更する理由 運営計画変更のため 

【お問い合わせ先】 

株式会社エスパシオコンサルタント 

環境企画部 説明会係 

Tel 03-6222-2209 

平日（月～金）10:00～17:00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


